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食糧政策のｒ転換」と食糧管理制度改革

渡　辺　信　夫

一． はじめに　　課題と展開

　１９９４年は，わが国の食糧問題と食糧政策にとっ て歴史的な節目であり転換点といえる 。それは

いうまでもなく「平成 コメ騒動」と ，ガ ット ・ウルグアイ ・ラウンド（ＵＲ）農業合意 ・世界貿

易機関（ＷＴＯ）承認批准であり ，それにともなう国内法の整備　　とりわけ食糧管理制度（食管

制度と略）改革と食晶衛生法の大改訂である 。

　この「節目」は，三つの内容と現実から成る 。

　その１つは，「平成 コメ騒動」によっ て露呈したわが国の食糧供給力（再生産構造）の弱体化で

ある 。それは，９３年の稲作の作況指数「７３」という大凶作が，単に異常気象にのみ責任を転嫁で

きない日本農業の再生産構造の弱体化（危機）を内包していることである 。それは，表１「日本

農業の構成と構造の変化」を見ると一目瞭然であるが，耕地面積の減少と農業労働力の激減とい

う再生産基盤の崩壊であり ，食糧自給率の異常な低下となっ て現れている 。

　２つは，わが国のＧＡＴＴ加盟，貿易為替自由化大網（１９６０年）の決定にもとづいて，すすめ

られてきた農産物自由化とそのルール化の「総仕上げ」である 。つまりＵＲ農業合意 ・ＷＴＯ承

表１　日本農業の構成と構造の変化　　１９６０年と最近時の比較

１９６０（１） 最近時（２） 変化率（２）／（１） 摘　　　要

耕地面積（千ｈ
ａ） ６， ０７１ ５， １２４（１９９３　） ８４ ．４　％ 耕作面積統計（実測べ 一ス）

農　　家　　戸　　数（千戸）
６， ０５７ ３， ８３５（１９９０　） ６３ ．３ 農業センサス

農業就業人口（千人）
１４ ，５４２ ５， ６５３（１９９０　） ３８ ．９ 農業センサス

基幹的農業従事者（千人）
１１ ，７５０ ２， ７８４（１９９２　） ２３ ．７ 農業センサス ，農業動態調査

食用農産物総合自給率　（％）
９１ ６５（１９９０　） ７１ ．４ 農業白書（米の需給均衡前提）

穀物自給率（％）
８２ ２９（１９９０　　） ３５ ．４ 農業白書（米の需給均衡前提）

耕地利用率（％）
１３３ ．９ １０１ ．１（１９９０　） ７５ ．５ 耕地面積統計

総　　　　額 １９ ，１４８ １１４ ，２４０（１９９０概算） ６． Ｏ倍 生産農業所得統計

米 ９， ０７０ ３１ ，９５６（１９９０概算） ３． ５倍 生産農業所得統計

国内農業産出額（億円） 麦・ いも ・豆類 ２， １２４ ４， ８４５（１９９０概算） ２． ３倍 生産農業所得統計

野菜 ・果実
２， ８９５ ３９ ，２３９（１９９０概算） １３ ．６倍 生産農業所得統計

畜　　産　　物 ２， ９１３ ３０ ，６７４（１９９０概算） １０ ．５倍 生産農業所得統計

生　産　農　業　所　得　（億円） １２ ，３８７ ４７ ，８９４（１９９０概算） ３． ９倍 生産農業所得統計

農産物輸入額（百万ドル）
１， ７２９ ２７ ，３５６（１９９０　） １５ ．８倍 農業白書付属統計表

星孤ツな唖鮮算

９． Ｏ １． ８（１９９０　） ２０ ．０ 農業白書付属統計表
７． ９ ３． ６（１９９０　） ４５ ．６ 農業白書付属統計表

注）石井啓雄「今日の日本農業と土地問題」不動産研究　３６券１号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９２３）



　２２　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第６号）

認批准は，「コメの執行猶予期問付き自由化」と「日本農業と食糧の総自由化」のルール化であ
　　　　１）
ることだ。自由化の総仕上げという点では，表２に示すように，６０年代以降の自由化政策によっ

て， わが国は，世界最大の食糧輸入国になっ たし，先進資本主義国の中においても ，人口１０００万

人以上の国の中においても ，最低の食糧自給率の国になっ てしまっ た。 さらに，近年の異常な円

高ドル安が国際価格比を拡大し，大企業の海外における食糧の開発輸入も加わ って食糧の構造的

輸入を加速させている 。

　３つには，日本経済調査協議会の「食管制度の抜本的改正」（１９８０）をはじめとする財界の

「提言」や臨調「答申」，前川レポート等の食管制度「改革」を中心とする食糧政策転換計画の

「総仕上げ」である 。それは，ｒ市場原理，規制緩和，自由化」をスローガンとする新自由主義の

食糧政策の分野での徹底でもある 。

　また食糧政策の解体は，一年の凶作によっ て「コメ不足」となりコメパニッ クを起し２５５万ト

ンという世界最大のコメ輸入国を実現してしまっ たという食管制度の機能喪失 ・解体に象徴され

ている 。

　本小論は，この食糧問題と食糧政策の「転換」を全面的に分析することが紙数の制約と筆者の

能力から困難であるため，国民の主食であるコメ問題と食管制度改革という今日的焦点に光をあ

て， その政治経済学的な意味（論占）と国民にとっ ての課題を提起することとしたい 。

　ただ，断 っておかねばならないのは，本小論の執筆時点では，ＵＲ包括合意の国会承認も成立

していないし，食管制度改革についても「主要食料の需給及ぴ価格の安定に関する法律案」（「新

食糧法」と略）が国会に提出されたに過ず，極めて微妙な状況にあることである 。

　このため，本小論は次の展開をとる。第１に，食糧問題と食糧政策の「転換」の性格，意味を

あきらかにするため，国民の主食を中心に日本資本主義の食糧問題と食糧政策の歴史的特徴を概

観すること 。その中で，食糧政策のべ一スとしての食管制度の位置づけと性格変化を確認してお

くことである 。

　第２に，画期としてのＵＲ農業合意，ＷＴＯ承認と国内法整備（王として食管制度改革と食品衛

生法改訂）の性格と特徴を分析する 。

　第３に，食管制度「改革」の内容と論点を分析する 。

　最後に，この分析を通して明らかになっ た課題に限定して，国民にとっ ての食糧政策の方向と

課題を考えてみる 。

二． わか国の食粗間題と食粗政策の歴史的特徴

　１　食粗問題と食料問題

　この問題をあつかう場合，や っかいなのは「食糧」と「食料」の用語の使い方をめぐっ てであ

る。 社会科学の概念の統一が必ずしも図られていないことである 。

農業白書においても統一されてこなかったが，１９８０年の農政審「答申」を契機に行政は一般的

にｒ食料」の一斉使用にふみきっ た模様である 。

広辞苑は，食糧について「食用とする糧 ・糧食 ・食物。主として主食物をいう」とし，食料に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９２４）



　　　　　　　　　　　　　食糧政策の「転換」と食糧管理制度改革（渡辺）　　　　　　　　　　　　２３

ついては「食物，食料品。食品の代金，食費」としている 。

　だが，現代の食糧（料）問題と食糧（料）政策を考える場合，食糧と食料をあいまいにすまし

てよいかどうかは問題が残る 。

　宮村光重は，「日本と世界の国民が直面している命をつなぐ食べ物の問題は，け っして商品化

されたレベルでは扱いきれない，より根源的な生産体制の在り方にかかわ っている 。…… ここで

は消費される食べ物が，どのようにして存在しうるのか，また存在しえないのかという経済的再
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
生産過程の中での把握をめざす観点から ，食料をとらずに食糧のほうをとることとしたい」とし

ている 。

　　　　　　　　　　　　　図１　最終消費者からみた飲食費の流れ（２年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：１Ｏ億円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飲食料の最終消費額
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資料：総務庁他１０省庁「平成２年産業連関表」から農林水産省にて試算 。

　注：１）飲食料の最終消費額６８兆１，３５０億円に至る流れを表している 。

　　 ２） （二）内は，付随する流通経費（商業経費と運賃）であり ・概数である 。

　　 ３）農水産業には特用林産物（きのこ類等）を含む 。

　　 ４）精穀（精米，精麦等） ，と畜（各種肉類） ，冷凍魚介類は食品工業から除外し ，農水産業に

　　　含めている
　　 ５）飲食費には，旅館，ホテル等で消費された食料費部分は含まれていない 。

　しかし，命をつなぐ食べ物の総体を対象とすると ，図１に見るような構造となる 。国際化した

供給構造と ，加工食品４９％，外食２８％という今日の「食べ物と食生活」の近代化，資本主義化し

た需要構造の総体を科学の対象としようとすれば宮村の「食糧」の視点を大切にしながら発展さ

せてよいのではないか。すなわち，宮村の食べ物の経済的再生産過程としての農業生産の重視と ，

「依然として穀物を中心とした農産物が人問にとっ て決定的に重要な位置にある点をも考慮して

食糧のほうが適切である」という認識を，国民の食をめぐる矛盾の深化と広がりの総体を対象と

するよう発展させることが今日求められている 。

　そこで本小論では，小論が主たる対象とする主食コメを中心とする「主穀」の再生産構造やそ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９２５）



　２４　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第６号）

の輸入と ，食管制度を中心とする公共政策を対象とするためｒ食糧」とし，国民のｒ食べ物」と

しての消費や需要構造を問題にする場合は主として，ｒ食」ｒ食料」としてあつかうこととする
。

　次に，食糧（料）問題については，　般的に「食糧（料）をめくる政治的，経済的，社会的な

諸問題の総和である」が，これでは不充分で，歴史的，具体的でなけれはならない。資本主義杜

会においては，食糧問題の捉え方，認識も立場によっ て異なるし階級的である 。すなわち，勤労

国民にとっ ての食糧問題は，価格（量と価格）問題と品質（安全性）問題に収剣するし，総資本に

とっ ては，労働者の賃金水準にかかわる食料品価格問題と財政負担をめぐる問題となる 。他方食

品産業資本にとっ ては，原料品の価格問題となる 。

　このため井上晴丸は，「資本主義国における食糧問題は，　般的には，農工生産力の発展の不

均等に基ブく食糧供給の不足と資本の利潤率に影響する食糧価格の騰貴の問題としてあらわれ
　３）

る」とする 。

　井上は，資本主義の下では，供給過剰の下での農産物価格の暴落を農業問題として，また，供

給不足の下での食糧騰貴を食糧問題として統一的にとらえている
。

　宮村は，食糧問題の把握方法を論理的な叙述の順序として，Ｉ　問題の　般性（食糧の問題と

いう意味），１ ．独自的概念の発生（食糧問題の原点），皿 ．問題性の理論的根拠（食糧問題の発生原

因），１Ｖ　今日的焦点（日本の食糧問題の集中的表現）としている 。そして宮村は食糧問題の理論上

の考慮点として，¢資本主義の経済発展において，食糧生産そして食糧供給が常に不足状態にあ

るわけではないという点。　独占資本主義段階においては，必然的に独占体の対外進出が行われ

ており ，食糧の輸出入関係が著しく拡大，深化し，国民経済的にも ，また地球規模でみた各国

民・ 民族経済的にも農産物の過剰と不足の併存状態が生まれるという点。　流通過程およびサ ー

ビス過程における資本の参入拡大が，食糧価格の騰貴をもたらすとともに，勤労人民の食糧費支

出増大という形態をとるという点である 。そして日本の食糧問題をｒ食糧問題と農業問題の両者

を端的に統一して示す点が，国民の穀物需要は増大しているにもかかわらず，国内穀物生産が縮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）小の一途をたどり ，穀物輸入が拡大するという日本の現実である」としている 。

　そこで，最終消費者（国民）からみた飲食費の流れから，今日の日本の食料問題を，図１によ

ってその特徴を見ておこう 。

　その第１は，食用農水産物の産出額（供給額）１６兆円と最終消費支払額（消費額）６８兆円との関

係をめぐる問題である 。とりわけ食料の供給額（食料品の原料生産）と ，その４倍ほどにもなっ て

いる消費者負担額の問題である 。ここには，農林水産業と食晶産業との不均等発展をめぐる問題

がある 。

　第２は，食糧の供給総体（畜産物の再生産と飼料問題をも含め）を考えた場合，異常な日本農業の

再生産構造 ・自給率の低下と食糧の国際化をめぐり問題がクローズア ップしてくる（輸入には飼

料を含まない）。

　第３は，食料の最終消費の構造をめぐる問題である。そこには，生鮮品の相対的な低下

（２４％）と加工食品（４９％）や外食（２８％）の異常な拡大の問題がある。これは国民の食の近代

化・ 資本主義化をめぐる問題であり ，食晶産業と外食産業をめくる問題の大きさを示している 。

　第４は，食料の流通過程をめぐる問題であり ，食料の流通過程の資本主義化と流通資本の再編

成をめぐる問題の大きさである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９２６）



　　　　　　　　　　　　　　食糧政策のｒ転換」と食糧管理制度改革（渡辺）　　　　　　　　　　　　 ２５

　次に食糧（料）政策を ，このような食糧問題を解決するための公共政策として提え，資本主義

の下で展開される食糧政策は，当然階級的である 。それは，勤労国民にとっ ては食料をめぐる公

共サービスの量と質の問題に運営管理の問題が加わる 。総資本にとっ ては，財政問題として収鮫

する 。

　さらに現代の国際化の時代の食糧政策は，国際的視点が求められる 。それは，食糧をめぐる多

国籍企業の支配とアメリカを中心とする輸出国の食糧戦略が加わるからである 。

２． 食粗政策の中の食管制度

今日のＵＲ農業合意と食管制度改革の分析の前に，わが国の食糧政策と食管制度の関連，さ

　　　　　　　　　　　　　　図２　日本の食糧政策と食管制度との関係
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表２　食の国際化の歴史と特徴

時代
区分 特徴と性格 生産 ・供給構造の特徴 消費 ・需要構造の特徴 食糧政策の展開等

Ｉ 「食」の植民地支配 主穀＝国産米麦（７）十 主食：粒食の時代 大正米騒動（１９１８）

１９１８ の時代 植民地移入米（３） 食＝主食＞副食 米穀法（１９２１）

三 （主食の粒食時代） 地主制下の低生産力 食の貧困：２ ，Ｏ００カロ 農業恐慌（１９３０）

１９４０ （８００～１ ，０００万トン） リー 米穀統制法（１９３３）

米穀配給統制法（１９３９）

国家総動員法（１９３８）

太平洋戦争（１９３８）

ｎ 「食」の戦時国家統 主穀＝国産米麦十雑穀 主食＝粒食十雑穀 食糧管理法（１９４２）（政府全面管理）
１９４１ 制時代 時代 食＝主食＞副食 敗戦（１９４５）

５ （国家総動員体制下 生産力の解体時代（８００ 食の絶対的貧困＝
１９５４ の食） ～６００万トン） １， ９００カロリー

「食」の戦後国家統 主穀：雑穀十国産米麦 主食＝粒食十雑穀十移 食糧緊急措置令，強権供出，物価統制令公
制時代 食糧増産時代（５８７～ 入米 布（１９４６）

食糧危機の時代 ９００万トン） 食：主食＞副食 第２次農地改革着手（１９４７）

主食：雑穀十米麦 食の絶対的貧困： 米価審議会（１９４９）

１， ７００カロリー 日米安保（１９５１）

ＭＳＡ協定（１９５４）

食管法改正（１９５２）

皿 「食」のアメリカ支 主穀：国産米麦（７）十 主食：粒食十粉食（パ 米穀の事前売渡制実施（１９５５）
１９５５ 配時代 ＭＳＡ小麦（３） ン） 学校給食法制定（１９５５）

王 （主食：粒食十粉食） 食糧増産と過剰時代 主食＜副食 第一次余剰農産物受入（１９５５）
１９７０ （１ ，２００～１ ，４００万ト パン食の定着 ＝２ ，３００ 生産者米価「再生産所得補償方式」（１９５７）

ン） カロリー 「家計米価方式」（１９５８）

食のインスタント化 新安保（１９６０）

外部化 貿易為替自由化大綱（１９６０）

所得倍増計画（１９６０）

ｗ 「食」の国際化 ・自 主穀＝国産米麦（７）十 食の飽食と無国籍化時 自主流通米制度発足，米生産調整対策要綱
１９７１ 由化時代 アメリカ小麦（３） 代 （１９７０）

一 主食＝粒食十粉食 生産調整の時代（１ ，１００ 食＝主食＜副食 アメリカ ，大豆 ・穀物の輸出規制（１９７３）

１９９４ 食糧の過剰と飽食の 万トン） 食の外部化，加工食品 農政審「８０年代農政の基本方向」（１９８０）

時代 加工食品産業の発展 化， 外食化，インス 臨調答申で食管制度合理化提唱，食管法改
農畜産物と食料品の輸 タント化 ＝２ ，４００カ 訂（１９８１）

入急増時代 ロリー 韓国米の緊急輸入（１９８４）

日本農業の危機 前川レポート（１９８６）

新食管法成立，Ｇ ・ＵＲ農業合意，ＷＴＯ
批准（１９９４）

Ｖ 「食」の多国籍企業 主穀 ・副食の外国依存
， 日本型食生活が崩壊の ＵＲ農業合意，ＷＴＯ発足（１９９５）

１９９５ 支配の時代 食料 ・農業の白由化 危機 新食管法施行（１９９５）

５ 食糧の不安定 ・不足 日本農業の解体の危機 主食＝粉食十粒食

の時代 加工食品産業と外食産 食の主食と副食の一体

業の自由化 化

らに食管制度の歴史過程を見ておくことが則提となる
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
　図２は，河相一成のｒ日本の食糧政策と食管制度との関係」を筆者が補充したものである

。

　わが国の公共政策としての食糧政策は，１９１８年の大正米騒動を契機とすると見てよい。それは ，

食管制度の前史となる「米穀法」（１９２１年）をもっ て食糧政策が始まるからである。富山県の漁村

から始まっ たコメ騒動は，１道３府３２県に波及し寺内内閣の総辞職に発展する。この大正コメ騒

動は，国民にとっ ても ，政府にとっ ても国民の主食であるコメの安定供給と価格安定を政策課題

の基本に据える 。それ以来食糧政策の基本に食管制度が位置づけられてきた 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９２８）



　　　　　　　　　　　　　食糧政策のｒ転換」と食糧管理制度改革（渡辺）　　　　　　　　　　　　 ２７

¢　食糧管理制度前史

　国民の主食である米穀の流通は，明治初期の備荒貯蓄制度や臨時にとられた外米の輸入政策を

除き ，米穀法以前は，自由流通であり商人流通を基本とした。産地の仲買による農家の庭先買付

けが行われ，これを産地問屋が買い集め消費地にある正米市場を通して消費地問屋から小冗商を

通して消費者に渡った。このため，コメの価格は，毎年の豊凶変動に左右され暴騰 ・暴落をくり

かえし，また一年を通しても ，収穫時の下落，端境期の高騰と季即変動をくり返し，稲作農民と

消費者を苦しめた。また必然的にコメは投機財となっ た。 そして大正 コメ騒動である 。

　米穀法は，「米穀の需給不均衡から生ずる急激な米価の騰貴を緩和し，国民生活の安定を図る」

ことを目的にして制定された 。

　しかし米穀法は，米穀の数量調整を目的とする問接統制方式のため，市場価格を充分調整する

ことが出来ず，米の季即変動に対しても ，豊凶変動に対しても効果的に機能しなか った ・

　このため政府は，昭和８年に米穀統制法を制定し「米穀の出回量や市価を調整し，米穀の統制

を行うこと」を目的とした部分管理方式を制度化した 。

　しかし米穀統制法は，植民地の移入米圧力が加わ って，一般に需給が過剰基調に推移して，¢

過剰米穀の無制限買入れにより財政負担が膨大なものになり ，　米価の下支えにより低生産費の

植民地の外米の生産が刺激され外地米圧力を強め，　財政上の制約から季即変動にも十分対応で
　　　　　６）
きなか った 。

　　　　　　　　　　　　　表３　コメの作況 ・生産量 ・移入量の推移

会計年度 作況指数 生産量（万トン） 移入量（万トン） 消費量（キロ／年） 備　　　考

１９２６（昭１） ９４ ８３３ １７０ ．６ １７０ 金融恐慌

２６　　２ １０６ ９３１ １５３ ．７ １６４

２８　　３ １０２ ９０４ １２５ ．２ １６９

２９　　４ １０１ ８９３ １２０ ．６ １６５ 世界経済恐慌

１９３０　　５ １１２ １， Ｏ０２ １１７ ．７ １３３ 農業恐慌

３１　　６ ９０ ８２７ １３９ ．４ １３９ 満州事変

３２　　７ ９９ ９０４ １６３ ．９ １２５ 支那事変

３３　　８ １２０ １， ０６１ １９８ ．６ １３４ 米穀統制法

３４　　９ ８５ ７７６ １９９ ．７ １４０ 東北大凶作

３５　１０ ９６ ８６０ １８３ ．３ １２６ 東北凶作

３６　１１ １１３ １， ００８ ２０４ ．７ １２９ 米穀自治管理法

３７　１２ １１０ ９９３ １６８ ．５ １３９ 日中戦争

３８　１３ １０７ ９８６ ２２０ ．３ １４０ 国家総動員法

３９　１４ １１０ １， ０３２ １３５ ．６ １３９ 米穀配給統制法 ・物価統制令

１９４０　１５ ９５ ９１１ ２１１ ．５ １６０ 米穀管理規則，供出制始まる

４１　１６ ８８ ８２４ ２２４ ．７ １４６ 配給制開始，太平洋戦争

４２　１７ １０７ １， ０００ ９９ ．Ｏ １４９ 食糧管理法，政府全面管理

　この自由市場下のコメ問題から ，問接統制→部分管理下のコメ問題は極めて教訓的である。戦

前の植民地の移入米を今日のＵＲ農業合意にもとづくミニマムアクセスによる外米に置きかえ

れば，コメの部分自由化の下での民間流通を基調とする新食糧法が結果するであろう事態はあき

らかである 。今日の食管制度改革における論点の１つである 。

　　戦時食管制度

　わが国の主穀を中心とする食糧問題と食糧政策は，¢自由市場の破綻→　問接統制方式の失敗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９２９）
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→　部分管理方式の失敗の経験の上に，必然的な到達点として主穀の全量管理方式にゆきつく 。

　しかし，この全量管理方式は，不幸にも太平洋戦争の突入による国家総動員法にもとづく国家

統制の手段として展開せざるをえなくなる 。まさに国家官僚統制下の統制物資としての主穀の全

面官僚統制管理である 。

　　戦後国家統制としての食管制度

　敗戦と共に日本国民を襲ったのは絶対的食糧不足による飢餓と ，公平配分としての国家統制で

ある 。“ ジー プ供出”に代表される強権供出と主要食料品の配給統制として食管制度が展開する
。

＠　食糧増産政策と食管制度の民主化

　国民にとっ ての食糧問題は「腹いっ ぱい銀飯が食べたい」であり ，政府と総資本にとっ ても
，

食糧の安定供給による民心の安定と労働力の再生産が国家的課題であ った。このため国政の中心

に食糧増産政策がすえられたし，国民の民主化の要求は，食管制度にも反映されている 。

　その１つが米価審議会の設置であり ，２つに統制手法の後退であり ，３つには生産者米価と消

費者米価への「再生産所得補償方式」と「家計米価方式」の導入による二重米価方式の確立であ

る。 民主的な全量管理方式への転換である 。しかしこの民主化の歩みは，「コメ過剰」に直面し

て挫折し７０年代以降解体過程に入る 。

　　「過剰生産」の下での食管制度の解体

　わが国の稲作生産力水準が１９６７年に１４００万トンに達し，食管制度の民主化路線は，「コメ過剰」

に直面し１９７０年代以降の「生産調整」と「食管制度の安あがり運営 ・解体」の過程に入る 。

　３　目本の食粗問題と食粗政策の歴史的特徴

　今日のＵＲ「農業合意」と食管制度「改革」の分析に入るためには，前述の食管制度の歴史的

過程の分析のみでは不充分である 。

　日本資本主義の発展過程での食糧問題と食糧政策の全体像を歴史的に見ておく必要がある
。

　表２は，大正米騒動を契機とするわが国の食糧問題と食糧政策の歴史的特徴を，¢生産 ・供給

構造の特徴と ，　消費 ・需要構造の特徴，　食糧政策を総括したものである 。

　本論との関連に限定してその特徴を概観しておこう 。

¢　第一期一「食糧」の植民地支配の時代

　大正米騒動の１９１８年から太平洋戦争の１９４０年までは，主食の植民地依存の時代である 。

　この時代の特徴の第１は，主穀の生産 ・供給構造が，半封建的な地主制下の低い生産力（８００

～１ ，０００）をカハー するため，朝鮮，台湾等の植民地からの移入米によっ て主穀が確保されたこ

とである 。表３のとおり移入米は，毎年１２０万トンから２２０万トンに達している 。すなわち，主穀

の生産，供給構造が，図３のとおりｒ国産米７植民地移入米３」となっ ていることである 。

　第２に，食の消費，需要構造が主穀の供給構造に規定されて，主食は国内生産の米麦と移入米

を中心とするｒ粒食」で，主食を中心とする２ ，０００カロリー水準となっ ていることである（表４）。

　この時代の食を池田首相流で表現すれは「小作人や労働者の貧乏人は朝鮮米を食へ」という状

況である 。

　第３の特徴は，公共政策としての食糧政策が，先に見たように大正米騒動を契機にして米穀法

（１９２１年）を皮切りに，王食のｒ価格安定」を目的として展開され，問接統制から部分管理方式が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９３０）



食糧政策の「転換」と食糧管理制度改革（渡辺）

表４　国民１人１日あたり供給栄養量の推移

２９

期間平均 供給熱量 供給蛋白質 供給脂質
Ｃａ１

９ ９

１９１１（明４４）～１９１５（大４） ２， １２４ ５７ ．６ １２ ．９

１９２１（大１０）～１９２５（大１４） ２， ３６６ ６８ ．５ １６ ．５

１９３１（昭６）～１９３５（昭１０） ２， ２５６ ６３ ．３ １５ ．１

１９３５（昭１０）～１９３９（昭１４） ２， ０５９ ５２ ．３

１９４６（昭２１）～１９５０（昭２５） １， ７７３ ４３ ．１

１９５１（昭２６）～１９５４（昭２９） １， ９３４ ６１ ．４ ２１ ．７

１９５５（昭３０）～１９５９（昭３４） ２， ２４２ ６６ ．８ ２４ ．６

１９６０（昭３５）～１９６４（昭３９） ２， ３５７ ７１ ．４ ３４ ．３

ユ９６５（昭４０）～１９６９（昭４４） ２， ４３４ ７４ ．７ ４５ ．２

１９７０（昭４５）～１９７４（昭４９） ２， ４９７ ７８ ．２ ５６ ．１

１９７５（昭５０）～１９７８（昭５３） ２， ４８６ ７９ ．８ ６２ ．８

資料　農林省調査課『食料需要に関する基礎統計』農水省ｒ食料需給表」。

注　１９５５年（昭３０）以降とそれに至るまでとでは厳密には接続しないとさ

　れている 。

試行錯誤的に制度化されていく過程である 。食糧政策は，１９２９年秋から始まっ た世界経済恐慌の

一環である農業恐慌に直面し，暴落した米価の立て直しを追られる ・

　　第１期　戦時 ・戦後の食糧の全面国家統制の時代

　第２期は，戦時の総動員体制と戦後の絶対的食糧難の時代における国家による食の全面的統制

の時代である 。

　その特徴の第１は，食糧の生産 ・供給構造が，戦時体制（兵力の供出）と戦後の生産力の解体

によっ て主穀が５８７万トン～９００万トンという低生産力の状況にあり ，甘藷 ・大豆等の雑穀を主食

とせさるえなか ったことである 。国民は，国土の甚だしい荒廃と人手不足を中心とする生産力の

破壊に直面する 。

　第２の特徴は，食生活が１７００カロリーという極限状況にあり ，雑穀を主とする食事であ った 。

池田首相流にいえば「貧乏人はイモを食え」の時代でもある 。

　　第皿期一食のアメリカ支配時代

　第皿期は，ＭＳＡ協定によりアメリカの余剰小麦の輸入が構造化し学校給食を始めとしてパン

食が普及し粉食が構造化していく時代である 。

　その特徴の第１は，農地改革と食糧増産政策が成功し，コメの国内生産が１ ，２００～１ ，４００万トン

水準に達するとともに，アメリカ余剰小麦の構造化によっ て国民の王穀の供給が，「国産米穀７

ＭＳＡ小麦３」の構造化がすすむことである 。

　またこのために食糧需給のバランスを欠きｒコメの過剰問題」が深刻化していくことである ・

　第２は，国民の主食が「粒食と粉食」の混食となり ，その定着がすすむことである 。他方食生

活は，食糧増産と加工食品産業の発展によっ て副食が豊かになり２ ，３００カロリーの時代に入 った

ことである 。

　第３は，所得倍増計画と貿易為替の自由化政策をテコに局度経済成長に入り ，池田首相の「貧

乏人は麦を食え」の発言が話題になる時代である 。

＠　第１Ｖ期　食の国際化 ・自由化時代

　第１Ｖ期は，食糧生産力の発展と食糧の輸入の構造化の中で「過剰問題」が深刻化するとともに ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９３１）
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「飽食の時代」である
。

　特徴の第１は，生産 ・供給構造が食糧輸入の急増の下で「過剰時代」に入り ，日本農業の危機

が進行することである 。

　第２は，「食の飽食と無国籍化時代」と呼ばれるように，食糧輸入の急増の下で食の外部化と

いわれる加工食品化と外食化 ・インスタント化が急速に進展し，食の消費 ・需要構造が大きく変

化することである 。

　第３は，食糧政策は，生産調整が中心的な課題となることである 。

　しかも ，日本資本主義の異常な輸出産業化に円高ドル安が加わ って，食糧の輸入圧力を高め ，

ＵＲ「農業合意」を強要される状況となる 。

　　第５期一食の国際化 ・多国籍企業支配の時代

　ＵＲ農業合意とＷＴＯの発足は，食料の生産，供給構造にとっ ても ，消費 ・需要構造にとっ て

も新しい段階に入る 。

　宮村の「１９６０年代初頭を，日本民族の粒食基盤から粉食型への転換期と捉えるとすれば，１９９０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）年代の今は，粉食基盤から粒食形の追放期が始まっ たとみることさえできそうである」状況の本

格的な展開である 。

三． Ｕ・ Ｒ農業合意，ＷＴＯ新設と国内法の整備

　１　Ｕ ・Ｒ農業合意とＷＴＯの新設

　わが国の食糧問題と食糧政策にとっ て歴史的節目となるＵ ・Ｒ農業合意とＷＴＯ新設につい

て検討しておこう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）　本稿については，筆者も参画する食糧政策研究会の成果をふまえ論述する 。

¢ＵＲ包括合意とＷＴＯの関係

　まず第１は，ＵＲ包括合意とＷＴＯ新設の関運である 。

　１９８６年に開始されたＵＲは，７年余りをかけて１９９３年１２月に，漸く「包括合意」の取りまと

めにこぎつけた。このように長期間にわた ったのは，１５分野にわたる広範囲な内容であり ，しか

も各国間の利害対立が激しか ったためである 。しかも ，ＧＡｎとは別に，ＷＴＯを新設して ，

ＧＡＴｒでは扱えなかった強力な権限を持たせた「国際貿易のより強力かつ明確な法的枠組み」

をつくり世界の貿易制度を管理する初の国際機関をつくっ たことである 。

　このＧＡＴＴとＷＴＯの関係は，ｒ協定」とｒ機関」という別の仕組みである。わが国が

ＷＴＯ設立を批准することは，ＧＡＴＴで認めた国家主権に係る「紛争解決の全会一致原則」「祖

父条項」「国家貿易」等の固有の権利を失うことであり ，「貿易ルール」の大改訂を意味する 。

　　「包括合意」の問題点

　第２に「包括合意」の問題点である 。まずｒ包括合意」が１５分野の一括批准であることと ，ア

メリカやＥＣなど輸出大国の主導の下でまとめられたことである。とりわけ米国のＵＲ実施法案

の可決は，次の内容が含まれる 。第１は，スー パー３０１条の復活強化。第２に，ダンピング法の

強化。第３にＷＴＯ監視委員会を設立し，ＷＴ０からの脱退勧告のシステム等である 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９３２）
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表５　国別約束表に基づく農産物の新たな輸入制度の概要
〈関税化を猶予する品目〉

関税化等に伴い導入する国境措置

枠　　　　内 枠　　外

品目 品目数 現在の

　国境措置
国境措置の

本的枠組
アクセス数量

書： 実数
）書 ：基準期問の国内

費量に対する％

枠内税率 輸入差益（マークア ップ）

上限）

／書 ：６年阿の削減率
枠内税率に加 疋て徴収〕

関税相当量（ＴＥ）

〉書 ：６年問の削減率

米（調製品を含む）
７ 輸入数量制限

　　（ＩＱ）

国　　貿〕

／関税相当量を設定せず
　＝関税化特例措置〕

※　７年目以降 ， 「関税化の特例」を継続する場合は ， ミニマムアクセスの拡大か ， 低い率の関税化の選択となる 。

＜関税化する品目〉

関税化等に伴い導入する国境措置

枠　　　内 枠　外

品目 品目数 現在の 国境措置の アクセス数量 枠内税率 輸入差益（マークア ップ） 関税相当量（ＴＥ）

国境措置 基本的枠組 裸書 ：実数 （上限） ＜／書 ；６年問の削減率

（）書 ：基準期問の国内 〈／書 ：６年聞の削減率

消費量に対する％ ／枠内税率に加えて徴収〕

麦 １１ 輸入数量制限 国貿を維持

（調製品 （ＩＱ）

を含む） ／国　貿〕

小麦 ５， ５６５千トン（８４％） 無税 ５３円／ｋｇ→４５円／ｋｇ

　　　　　　　＜▲１５％〉

６５円／ｋｇ→５５円／ｋｇ

→５ ，７４０千トン（８７％） ＜▲１５％／

大麦 １， ３２６ ．５千トン（８０％） 無税 ３４円／ｋｇ→２９円／ｋｇ

→１ ，３６９千トン（８２％） ／▲１５％〉

４６円／ｋｇ→３９円／ｋｇ

　　　　　　〈▲１５％〉

乳製品 ８ 輸入数量制限 ・一部品目 ・畜産振興事業団 （脱脂粉 ３５８円／ｋｇ→３０４円／ｋｇ ４６６円／ｋｇ＋２５％

（調製品 （ＩＱ） についての （生乳換算） 乳） ＜▲１５％〉 →３９６円／ｋｇ＋２１ ．３％

を含む） ／一部国貿〕 国貿は維持 １３７千トン→１３７千トン ２５％ ９５０円／ｋｇ→８０８円／ｋｇ ＜▲１５％＞

脱脂粉乳 ・民問貿易 ・民問貿易（学給，飼料 （バター） ／▲１５％〉 １， １５９円／ｋｇ＋３５％

バター は関税割当 等） ３５％ →９８５円／ｋｇ＋２９ ．８％

制度（ＴＱ） （製品べ 一ス） 〈▲１５％／

例： 脱脂粉乳９３千トン

→９３干トン

バター１ ．９千トン

→１ ．９千トン

（その他）（生乳換算）

１２５千トン→１３４千トン

でん粉 ２ 輸入数量制限 関税割当制 １５７千トン（６ ．３％） ２５％ １４０円／ｋｇ→１１９円／ｋｇ

（調製品 （ＩＱ） 度　（ＴＱ） →１５７千トン（６ ．３％） ＜▲１５％＞

を含む）

雑豆 １ 輸入数量制限 関税割当制 １２０千トン（４９％） １０％ ４１７円／ｋｇ→３５４円／ｋｇ

（ＩＱ） 度　（ＴＱ） →１２０千トン（４９％） ＜▲１５％＞

落花生 １ 輸入数量制限 関税割当制 ７５千トン（９６％） １０％ ７２６円／ｋｇ→６１７円／ｋｇ

（ＩＱ） 度　（ＴＱ） →７５干トン（９６） ＜▲１５％〉

こんにゃ １ 輸入数量制限 関税割当制 ２６７千トン（８ ．２％） ４０％ ３， ２８９円／ｋｇ→２ ，７９６円

く芋 （ＩＱ） 度　（ＴＱ） →２６７千トン（８ ．２％） ／ｋｇ

（注）（）内の％は，製品 ＜▲１５％〉

数量を含む 。

小計 ２１

生糸 ・繭 ２ その他の輸入 生糸 ：国貿 ７９８トン（７ ．６％） 生　　糸 生糸８ ，２０９円／ｋｇ

制限 繭： 関税割 →７９８トン（７ ．６％） ７． ５％ →６ ，９７８円／ｋｇ

（生糸 ：国貿） 当制度 繭１４０円 ／▲１５％〉

／繭 ：事前確 ／ＴＱ〕 ／ｋｇ 繭２ ，９６８円／ｋｇ

認制〕 →２ ，５２３円／ｋｇ

〈▲１５％／

豚肉 ５ 差額関税制度
（調製晶

・差額関税制度を関税化し，基準輸入価格を現行の４８２ ．５円／ｋｇ（枝肉の場合）から１５％削減する

特別セーフガードに加え，別途，輸入量の急増に対し，分岐点価格を引き上げるための緊急調整措置を

を含む） 導入する 。

・アクセス数量を約束せず 。

（注）晶目数は，ＨＳ４桁べ 一ス 。重複があるので ， 計と一致しない 。

（９３３）
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　次に「包括合意」がこれまでＧＡＴＴで認めてきた農業の特殊性や各国の条件を認めた農業分

野の貿易ルールを無視して農業と食糧を工業の分野のルールと同様に取り扱ったことである 。

　　農業協定の内容と問題点

　第３に，ｒ農業協定」の内容と問題点である 。

　まず農業協定の基本性格をめぐっ てである 。農業協定は，輸出補助金や例外規程を残した等ア

メリカやＥＵなど食料輸出国の利益を温存しながら ，農産物貿易自由化の「総仕上げ」であり ，

各国の食糧，農業政策における国家主権の放棄となっていることである 。

　それでは，その内容と問題点を，表５の「農業に関するわが国譲許表等の概要」から検討して

おこう 。

　まず，米の特別措置についてである 。米については，「関税化の特例措置」を適用し関税措置

をとらないかわりに１９９５年から６年間，国内消費の４％（３７万９千精米トン）から８％（７５万８千

精米トン）のミニマム ・アクセス（最低輸入義務）が強制されることである。そこでの問題点は ，

世界米市場において，日本が世界最大の米輸入国となることである 。しかも平成６年産米の需給

関係に見るように，政府の過大な外米輸入による外米在庫（流通在庫を加えると１００万トンを超える）

のうえに豊作が加わ った過剰基調の下で，自主流通米もヤミ米も価格が低迷をつづけているにも

かかわらず，外米輸入が強制されることである。まさに，戦前の植民地からの移入米による国内

市場過剰が国際ルールとして強制されることである 。

　次に，コメの特例措置の今後の取扱いをめぐる選択枝である 。その１つは，実施期間の終了を

またず，関税化に移行する道。２つには，２００１年から関税化に踏み切る道。３つ目の道は，特例

措置を継続する場合は，「追加的かつ受入れ可能な譲許」をあたえることである 。これは，いず

れの選択の道も「執行猶予期問付き自由化」への道と見なければならないことである 。

　次に，米以外の農作物の関税化移行についてである 。これまで国家貿易品目であ った小麦，指

定乳製品をはじめ残存輸入制限品目であ った澱粉 ・生糸などすべてが関税化によっ て自由化され

ることである 。また１９８８年に輸入自由化された牛肉，生鮮オレンジ等の既自由化品目については ，

関税率の引き下げが約束されたことである 。この引き下げ率は，最小が１５％で最大は３８％に及ん

でいる 。まさに「日本農業と食糧の総自由化」への道である 。

　さらに国内農業支援の削減である。国内支援については，基準期問（１９８６～８８年）における農

業全体のＡＭＳ（内外価格差 ・直接支払い ・補助金の総合的支持手段）の総額を実施期間（１９９５～２０００

年）に２０％削減することである 。

　この事は，各国の農業政策を制限し国の主権を侵害することとなる 。

　ＷＴＯ設立協定の問題

　図４のとおり合意協定の骨組みは，ＷＴＯ設立のための権限，任務，構成等について規定して

いる 。そして附属書において，一括受入れの対象を明示している 。

　この問題の第１は，第２条の「機関の権限」において，多面的貿易協定の一括受入等加盟国を

拘束することである 。ＧＡＴＴとは，ＷＴＯが法的にも ，体制的にも別個のものであること 。

　第２に，「機関の任務」は，「協定及び多面的貿易協定の実施を目標にすること」「これらの協

定の実施等のための枠組みを提供し」，「加盟国問の交渉のための場を提供し」，「紛争解決了解及

び貿易政策検討制度を運用すること」等について規定している 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９３４）
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図４　世界貿易機関（ＷＴＯ）協定の構成

３３

ＷＴ０を設立する協定

附属書１Ａ 附属書１Ｂ 附属書１Ｃ 附属書２　附属書３　附属書４

　　　　　　　　　　　　　　　 商標権等）続討の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　　　制　　　貿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に　　　度　　　易
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つ　　　 の　　　協
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い　　導　　　定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　　　　　　　　　　（注）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にガット規約（「１９９４年のガット」）　　　　　　　　　　　　了

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ・農業協定　　　　　　　　　　　　　　　　　解
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い・衛生植物検疫措置協定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て・繊維協定

スタンダード協定

・貿易関連投資措置協定

ダンピング防止協定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・民問航空機貿易協定
・関税評価協定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・政府調達協定　　等
・船積み前検査協定

・原産地規則協定

・輸入許可手続協定
　　　　　　　　　　　　（注）東京ラウンドの諸協定 ・取極であ って ，

・補助金協定
　　　　　　　　　　　　　ウルグァイ ・ラウンド交渉の枠外で交渉
・セーフガード協定
　　　　　　　　　　　　　改訂されたもの 。

　第３に，意思決定（第９条）は，「原則としてコンセンサス方式により」 ，「コンセンサス 方式で

決定できない場合は投票により決定する」こととしていることである 。

　これらのＷＴＯの仕組みが，ＧＡＴＴの祖父条項（加入時の国内法が優先するきまり）をなくし ，

ｒ一括受け入れ方式」を採用したことは，加盟国の王権を大巾に制限することとなる 。

　２　国内法の整備　　食管制度改革と食品衛生法の改訂

政府（各国加盟国）は，ＵＲ包括合意とＷＴＯ承認を実効あるものにするための国内法の整備

が義務づけられる 。わが国の食糧問題と食糧政策にとっ て基本は，食管制度の改革と食品衛生法

の改訂がせまられることである 。

　政府は，農政審の中問答申「新たな国際環境に対応した農政の展開方向」にもとづいて，食糧

管理法を廃止し「新食糧法」を国会に提案した。その基本は，ＵＲ農業合意の受け入れを削提と

し， 今日の「制度と現実の乖離の原因を食管制度に求めて」現状追認的に「市場原理の導入，規

制緩和，自由化」を基本とする新食糧法を提案している 。

他方，厚生省は，ＵＲ包括合意 ・ＷＴＯ批准にもとづき ，厚相の私的懇談会「食と健康を考え

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９３５）
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る懇談会」を設置し，食品衡生法の２３年ぶりの大改訂に着手した 。

　食品衛生法の改訂は，ＵＲ協定の「衛生及び防疫措置の適用に関する協定」の中心規定である

ハーモナイゼーシ ョン（調和させる）の原則によっ て各国の食品安全基準や植物防疫などの基準

を可能な限り ，国際基準（国際食晶規格）を採用することが義務づけられたことによるものであ

る。

　その第１は，現在世界的にも優れた食品添加物規制とされている，指定された以外の化学的合

成品を添加物として使用できないｒポジティフリストによる規制方式」を，使用禁止添加物以外

は使用を認める「ネカティフリスト方式」に変える点である。食品添加物についても国際基準は

極めてゆるいものである 。国際食品規格で定められている食品添加物は３３１品種である 。しかし ，

日本ではこのうち７９品種しか認めていない。また，日本では禁止されている食品への抗生物質 ，

抗菌物質，合成ホルモン剤の残留，放射線照射食品なども国際基準では基準が設定されている 。

　第２に，食品の安全基準（衛生 ・防疫措置）についても ，国際基準は食料晶の貿易を促進する立

場から低く設定されていることである 。ＵＲ合意は，各国のとるべき食晶の安全基準を国際基準

に調和化させる 。

　これらの国際基準は，アメリカをはじめとする多国籍企業が主導権をとっ て策定されたもので

ある 。

　わが国の国内基準を国際基準に調和させることは，世界最大の食糧輸入国であり ，食生活や食

習慣を異にするわが国が，ポストハ ーベストがさけられない食糧や食料品の輸入物に依存し，そ

の安全性が根本的に問われることである 。

四． 食管制度改革の論点と課題

　政府は，農政審中問報告をうけて法制化した「新食糧法」を国会に提出した。政省令，通達等

が明らかでない現状では，その細部を判別することはできない。しかし，農政審の「報告」と

「新食糧法」は，食管制度改革の方向と内容の骨格を明らかにしている（表６）。

　そこで，ここでは，ＵＲ農業合意とＷＴＯ承認を批准するための食管制度改革の骨子とその論

点を整理し，食管制度改革の課題を検討することとする 。

　１ ．政府の責任領域と「制度の運用間題」

　第一の論点は，食糧政策のべ一スとしての食管制度改革の基本は，国民の生命とくらしにとっ

ての基礎財である食糧に対する ，国家 ・政府の責任領域をめぐる問題である 。それは，国民の主

食であるコメを中心とする基礎食糧の安定供給に国が責任をもつのか，もたないのか，もつとす

れば，その基本領域は何かをめぐる問題である 。また，大正コメ騒動以来の食糧政策の歴史と ，

今回の平成 コメ騒動，そして今年の豊作というはげしい豊凶変動をどのように総括し，教訓を学

ぶかという問題でもある。さらには，国会で決定された「法律制度」を行政府が責任をもっ て

「運用するか」という「制度の運用」をめぐる問題でもある 。

　大正コメ騒動以来今日まで政府も国民も ，国民の主食について「国が責任をもっ て国民に安定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９３６）
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表６　「食糧管理法」と「主要食糧需給価格安定法」の比較法

項　目 食糧管理法 主要食糧需給価格安定法

（Ｄ　目　　　　　的 国民食糧の確保 ・国民経済の安定 米穀生産者から消費者までの計画的な流通の確保。政府による
を図るため食糧を管理しその需給 備蓄米の買入れ，売り渡しを通して主要食糧の需給 ・価格の安
・価格の調整，流通の規則を行う 。

定。

　対　　　　象 米穀，大麦，裸麦，小麦，他 米， 麦

　　基　本　計　画 農林水産大臣は米穀の管理に関す 農林水産大臣は米穀の需給 ・価格の安定に関する基本計画を定
る基本計画を定める 。 める 。

政府は，需給見通しに基づいて生産調整の円滑な推進，備蓄の
運営 ・輸入 ・売渡しを行う 。

　　生　産　者　と 米穀の生産者は基本計画により政 米穀の生産者は計画出荷米を（政府米と自主流通米）を売り渡
政府買入価格 府の管理すべきものを集荷業者に そうとする場合は，第一種登録出荷業者に売り渡す。政府米は

委託して政府に売渡す 。 農林水産大臣が生産調整実施者ごとに定める数量。計画出荷米
政府の買入価格は生産費 ・物価そ 以外は農林水産大臣に届け出て販売する（計画外米）。

の他の経済事情を参酌し米穀の再 政府買入れ価格は，需給動向を反映させるほか，生産条件 ・物

生産を確保すること 。 価との他の経済事情を参酌し米穀の再生産を旨として定める 。

　　出荷取扱業者 集荷業者は農林水産大臣の指定を 出荷業者は第一種 ・第二種に分け，大臣の登録制 。

受ける 。

＠　販　売　業　者 米穀の卸売 ・小売の業務を行う者 販売業を行う卸売業 ・小売業に区分し，知事の登録制 。

は， 知事の許可 。

¢　自主流通法人 自主流通米の売買 ・備蓄 ・調整 ・保管 ・政府米への売り渡しを
行う自主流通法人を農林水産大臣が指定 。

＠　自主流通米価格 大臣は自主流通米の取引の指標とすべき適正な価格の形成を図
るため自主流通米価格形成センターとして指定 。

　　輸出入の規制 米穀 ・麦の輸出入は政府の許可 。 政府は米穀等の購入業者と買受資格者の連名による申込に応じ
売り渡す 。

的に供給するとともに，その必要量を確保するという役割を通じて国民の食生活の安定を図り ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
わが国農業の基幹である稲作農業の安定を支える 。」ことを常識としてきた 。

　このため表６のとおり ，食管法は「国民食糧の確保 ・国民経済の安定を図るため食糧を管理し ，

その需給 ・価格の調整 ・流通の規制を行う」ことを目的（第１条）とする王穀の全量管理方式を

とっ てきた 。

　しかし新食糧法は，「生産者から消費者までの計画的な流通の確保。政府による備蓄米の買い

入れ，売り渡しを通しての主要食糧の需給 ・価格の安定」を目的（第１条）とし，方針（第２条）

とするｒ部分管理方式」をとっ ていることである 。

　政府が直接的には，備蓄米と輸入米の管理のみを行うという「部分管理方式」を採 ったのは ，

農政審の報告にもとづく 。農政審の報告は，「現行食管制度と実態の乖離を克服するため」 ，「一

層の市場原理の導入，規制緩和」を基調として「現行食糧管理法にこだわらず，新たな法体系を

整備すべき」としている 。

　この農政審「報告」の基調は，表２のとおり７０年代以降一貫した財界，臨調，前川レポートと

マスコミの主張でもあるし，食管制度改革の流れの延長線上にあるものである 。

　第一の論占は，全量管理方式の食管制度の現状が，実態として「部分管理」となっ ている「制

度と現実との乖離」をめぐっ てでもある 。

　１９９３年の凶作の下で政府米が５万トンしか集まらず，自主流通米とヤミ米が増大し流通秩序が

混乱し２５５万トンの外米輸入によっ て国民の不安を増大させ「平成のコメ騒動」に発展させ食管

制度の存在は地に落ちた。この「制度と現実の乖離」の本質を制度に求めるのか，運用に求める

かである 。結論は明確である 。もし，政府が食管法の第１条の目的と第２条の基本計画の主旨に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９３７）
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もとづいて，１５０万トンの適正在庫を確保しておれば，大凶作でも ，ｒ一粒の外米」も輸入するこ

とも ，ｒコメ不足」を生ずることもなく国民の台所は安定していた。また法３条と５条の主旨に

もとづいてｒ再生産を保障する生産者米価」とｒ家計を安定させる消費者米価」という二重米価

を堅持しておれば，必要な政府米は集荷され，ヤミ米も流通秩序の混乱も生ずることなく ，国民

にｒ国産米の安い標準米」を確保しえたはずである 。また，ｒゆとりある需給計画」にもとずき ，

民主的な節度ある生産調整が実施されておれば，水田の荒廃もすすまなかったはずである 。

　法制度を運用する政府が，臨調答申「食糧管理制度の運営において，市場原理の導入に努め ，

コメの需給均衡化と財政の縮小合理化を図る」を忠実に守り ，単年度需給均衡を基本に，食管財

政を合理化し，二重米価制を解体させてきた食管制度の運用にこそ問題の本質がある 。

　現行制度には後述する改善点はあるにしろ ，平成 コメ騒動の真因は，法制度の問題ではなく ，

財政の縮小合理化によっ て適正在庫も政府米も確保できない実態をつくりあげた「大蔵省主導の

安あがり食糧政策という制度の運用」にあることである 。

　問題の基本は，ｒ財政負担の問題」を中心にｒ制度の運用と民主的方法」を国民の手にとりも

どすかどうかである 。この点からも市場原理を基本に民問流通をべ一スとする新食糧法の破綻は

見えている 。

　２　主食の安定供給と「自給原則」

　第２の論点は，ＷＴＯ承認批准により国内生産が過剰状況の下でも外米のミニマムアクセスを

受け入れ，国内流通を市場原理に委ね，貿易管理と備蓄米の管理のみに政府の責任を限定した新

食糧法の「部分管理方式」で，新食糧法の目的である「計画的な流通の確保」や，「平成 コメ騒

動の再発防止」が可能かどうかである 。さらには，国民への安定供給の則提となる「主食の自給

原則」の展望はあるのか 。

　この点は，戦前の植民地からの移入米に依存した「米穀法」等の問接統制 ・部分管理方式の失

敗の歴史からも ，今日の平成 コメ騒動の教訓からも明らかである 。年々激しくなる豊凶変動や投

機化するコメ市場の現実からも ，備蓄米と外米の管理のみで，需給の安定と価格の安定を図るこ

とは至難の業である 。

　ましてや，国際的な食糧不足，コメ不足が予測される２１世紀に向か って，わが国農業の基礎で

ある水田農業を再建し，食糧自給率を向上させることは，新食糧法をもっ てしては不可能である 。

　今日 ，政府が国民にとっ て果たさねはならない役割は，日本農業の根幹である水田農業に展望

を見出し，食糧自給率を高め国民の基礎食糧の安定供給に責任を負うことではないのか 。

　表８に見るごとく ，コメの国際需給関係と貿易量は，すでにコメが貿易商品でない特別な財で

あることを教えている。コメの貿易量が生産量の３～４％であることは，瑞穂の国日本が，ＵＲ

農業合意とＷＴＯ加入によっ て世界最大のコメ輸入国になることの危険性と国際社会に与える

深刻な事態を教えている 。

　３　適正在庫と生産調整

主食の安定供給にとっ て第３の論点は，適正在庫と生産調整をめくっ てである 。政府もｒ平成

コメ騒動」にみる失政と国民世論におされて一定の改善を試みようとしている 。が，次の４点の
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解明が課題である 。

　その第１は，水田農業と稲作の潜在生産力に関する科学的分析と復田可能面積を確定し，さら

に今後の見通しをたてることである 。

　水田農業と稲作の潜在生産力に関する科学的分析と復田可能面積は，第１表に見るまでもなく

危機的状況にあるし，ＵＲ農業合意，ＷＴＯ加入後の「コメの執行猶予期問付き自由化」の動向

を考えると ，中山問地域の水田の解体をはじめとして，深刻な状況を考えねばならない。どうし

ても実態分析をふまえた科学的な解明が求められる 。また，新食橦法に定める「需給見通しの策

定」と「基本計画」をとれだけ実態に即し科学的に策定できるかである 。しかも ，この需給見通

しは国際的な需給見通しをも考慮しなければならない 。

　第２は，農業にとっ て避けられない豊凶変動と ，それに対応した「ゆとりある需給計画」の策

定をめぐっ てである 。

　１９９４年の作況指数「７４」という大凶作と ，１９９５年の作況指数１０９という豊作に見るまでもなく

農業に豊凶変動はさけられない 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　表７　冷害の発生状況
　　　　　　　　　○冷害の連続年数　　　　　　○時代別にみた冷害の回数

冷害の連続年数　出現回数

１年

２年

３年

４年

１５

５

０

１

時　　代 回　　数

明治（１６年以降）　　２９年のうち７回

　大正　１４年のうち１回
　昭　　和　　　　６３年のうち１９回

　平成　５年のうち２回
　合計　１１１年のうち２９回

　日本の稲作は，冷害克服との戦いであ ったし，豊凶変動への対応に苦しんできた。表７のとお

り， 冷害の発生回数は統計が整備された明治１６年以降の１１１年問で２９回，平均すれば，４年に１

回である 。しかし，平成の５年間は２回である 。しかも異常気象は地球規模で強まっ ている 。に

もかかわらず，政府は，財政合理化の視点から「単年度需給均衡方式」にもどずく各年単位の需

給計画にもとずいて備蓄も生産調整も実施してきた。このため一年の凶作で「コメ不足」を発生

させ平成 コメ騒動に発展した。どうしても需給計画は，５ヶ 年問ぐらいの期問の平均値をべ 一ス

とする「ゆとりある需給計画」を策定しなければならない 。

　第３は，適正在庫量の確定と在庫管理のあり方をめぐっ てである 。

　農林水産省は「新たな米管理システムについて」を発表し「国民に米の安定的な供給を行うた

め，一定量の備蓄は必要」と認め，１３０万トンレベルの政府米による備蓄と民問備蓄米をシステ

ム化している 。その管理方式は，「単年度ではなく中期的観点にそ った備蓄の保存を行 っていく

こととし，その方式は，回転備蓄を基本とするが需給の動向に対応していく中で一部棚上げ的な

備蓄」とすることとしている 。

　適正在庫の基準は，絶体的な基準があるわけではない。一応の目処は，ＦＡＯ（国際食糧農業機

構）の穀物在庫基準１８％がべ 一スとなる 。しかし，表８に見たように，穀物の中でも小麦 ・大豆

のように貿易商品と ，日本人の主食であるコメのように大部分がアジアでの自給自足的生産で世

界貿易が生産量の３～４％に過きない自給的商品では異なる。また輸出国のタイ ・アメリカ等に

おいても水問題を中心に生産拡大が制約的であること 。さらには，近年の異常気象の動向を観察

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９３９）



３８ 　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第６号）

表８　世界の農産物生産量に占める輸出量のシェア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 ：％）

１９６１～６３年平均 ８０年 ９０年

小　　　麦
１９ ．６ ２２ ．３ １８ ．１

とうもろこし ８． ７ ２０ ．３ １５ ．０

米 ４． ８ ５． Ｏ ３． ６

大　　　　豆 １７ ．４ ３３ ．２ ２４ ．２

かんきつ
１５ ．２ １１ ．８ １０ ．５

牛　　　肉
５． １ ７． ６ ８． ６

豚　　　肉
１． ０ ２． ９ ４． ０

家き　ん肉
３． ２ ５． ５ ６． ３

バ　　タ　　ー １１ ．６ ２０ ．３ １６ ．１

チ　　ー 　　ズ ９． ５ １２ ．４ １４ ．Ｏ

資料　ＦＡＯ，Ｐ７０〃〃ｏ〃 Ｙ３〃６ｏｏ足，丁閉ゐＹ６〃６ｏｏん

　　　　表９　米必要生産量と生産調整 ・転作

国内消費仕向量 Ａ １， ０５０万ｔ

正味余裕米生産量 Ｂ ５０万ｔ

必　要　生　産　量 Ｃ＝Ａ＋Ｂ １， １００万ｔ

１０ａ 当たり単収 Ｄ ４８０ｋｇ

必要作付面積 Ｅ：Ｃ／Ｄ ２２９万ｈａ

作付可能水田面積 Ｆ ２６１万ｈａ

生産調整面積 Ｇ：Ｆ－Ｅ ３２万ｈａ

うち定着性転作 １４万ｈａ

自給率向上転作 １８万ｈａ

食糧政策研究会の「第１０次提案」。

すれば，１３０万トンでは不充分で２００万トン水準を確保すべきである 。また，管理方式も ，政府の

財政負担削減をすべてに優先させて工業製品の部品在庫管理方式を米管理に押しつけた「単年度

需給均衡方式」と「回転備蓄方式」は，完全に破綻したことを教訓とすべきである 。

　どうしても ，ｒゆとりある需給計画」をべ一スに，ｒ毎年国産の新米を国民に供給する」ことを

基本にすれは，古米となっ た備蓄米は，加工用なり飼料用として棚上げする「棚上げ備蓄方式」

を基本として管理することである 。

　第４は，必要生産量の確保と適切な生産調整の実施をめくっ てである 。

　政府は，平成 コメ騒動とＵＲ農業合意にもとずくコメのミニマムアクセスに対応して，従来

の単年度需給均衡計画にもとずく過大な生産調整とペナルティーづきの強権的手法を改めて「潜

在的需給ギャッ プが存在する下で引き続き需給事情に応じた適切な生産調整が必要であり ，全体

需給の調整を図ることを基本としつつ，生産者の自王的な判断を尊重して実施する」としている 。

そしてその方法はｒ調整数量を提示し」ｒ国，地方の行政機関と生産表団体が一体となっ て推進

する」「生産調整実施者に対しては一定価格での政府買い入れ，生産調整助成金の交付」などの

措置を行うとしている 。

　食糧政策研究会は，表９の計算にもとづいて，国内消費量１ ，０５０万トンと正味余裕米５０万トン

の合計１ ，１００万トンを必要生産量として生産する 。そのために，２２９万ヘクタールの水稲作付面積

を必要とする 。現実の水稲作付可能水田面積との差３２万ヘクタールについては，目標配分，二重

米価，転作奨励金にもとづいて全地域的な秩序と実効性のある生産調整，転作（「定着性転作」と

自給率向上転作」）に誘導する 。これらの経済合理的な誘導措置によっ て「強制減反」という性格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９４０）
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　　　　　　　　　　１０）
も払拭できるとしている 。

　勿論，この「提案」にはミニマムアクセスの外米は考慮されていない。当然，ＵＲ農業合意の

受託に際して細川首相と農林水産大臣が言明した「ミニマムアクセスによる外米輸入は生産調整

に反映させない」約束にもとづいて棚上げ備蓄とし，飼料用なり援助米として処分すべき性格の

もとである 。

　筆者は，生産調整を単に需給操作の視点のみから判断するのではなく ，水田農業の「適地適

作・ 適人適作」と水田農業の複合化 ・総合産地化を視点とする総合的発展と食糧自給率の向上 ，

農山村の景観や国土　環境保全の視点から対応すべきであるし，財政負担を拡充すべきであると

考える 。

　４　生産者米価と消費者米価のあり方

　第４の論点は，政府管理米のあり方と米価の安定をめくっ てである 。政府は，農政審報告の

「市場原理にもとづく流通と価格形成」を基本として，「自主流通米の価格形成に当た っては，自

主流通米価格形成機構を法制度に位置づけ，市場実勢を的確に反映」させるとし，備蓄用の政府

米については，「生産調整参加者から買い入れる政府米の価格に付いては，自主流通米との関係

や需給調整の実効性の確保の観点を踏まえつつ，自主流通米価格形成機構で形成された価格を基

本とし，生産 コストを勘案して，審議会の議を経て」設定するとしている 。

　他方，政府米の売渡価格は，標準売渡価格を基準とし「米穀の需要及び供給の動向，家計費及

び物価その他の経済事情を参酌し，消費者の家計を安定させる」ことを旨として定めるとしてい

る。

　しかしこの結果は，政府米が備蓄米のみであるとすれば，稲作農家が手にする米価も ，国民が

手にする米価も ，計画米であれ，計画外米であれ，需給実勢価格とならさるをえない。需給実勢

価格とは，豊凶変動と ，収穫期と端境期の季即変動が王食の生産者米価と消費者米価にストレー

トに持ち込まれることを意味する 。

　この事は，先に述べた，戦前の植民地からの移入米によっ てつくられた過剰の下での米価の乱

局下や，平成 コメ騒動の教訓が正しく学はれていない。それより ，すでに今年９４年の米価は，春

は平成 コメ騒動とよばれる米価の高騰と投機化，それが秋以降は，過大な外米緊急輸入による

１００万トンの外米在庫圧力に豊作が加わ って自主米機構も自由米市場も下落をつつけ混乱してい

る。

　今日大切なことは，「水田農業の生産力を回復して米の安定的な需給環境をとり戻し，国民の

目に見える米流通をとりもどすために，政府米買い入れ価格を最低でも６０ｋｇ当たり２０ ，ＯＯＯ円に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
引き上けて，売渡価格は据え置いて，売買逆サヤによる二重米価制を回復する」ことである 。

　５　米穀流通の規制緩和と「民主的な規制」のあり方

　今回の食管法廃止と新食糧法の制定を中心とする食管制度改革の最大の論点は，ＵＲ農業合意 ，

ＷＴＯ加入によるコメのミニマムアクセスの受け入れと ，流通規制の緩和である 。

　「コメの食糧管理制度の矛盾があちこちから噴き出している 。……生産一流通一消費の全段階

で『作る』 ・『売る』 ・『買う（選ぶ）』自由が必要だ」（朝日新聞，１９９４年６月８日主張 ・解説）に代表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９４１）
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される財界，マスコミの戦略の延長線上で農政審のｒ報告」がまとめられた。この農政審報告を

法制化した新食糧法の流通規制緩和の問題をまずみておこう 。

　その第１は，コメの流通を，自主流通米と政府米からなる「計画流通米」と ，農林水産大臣に

届け出て計画流通米以外に販売する「計画外流通米」の二本止てとしたことである 。

　第２は，「生産者及ぴ消費者の二一スの多様化等に対応しうるよう公的規制の緩和，市場原理

の導入を行う」こととしたことである 。

　その具体化は，まず計画流通米を取り扱う出荷取扱い業者を第一種出荷取扱い業者と第二種出

荷取扱い業者に区分し，農林水産大臣の「登録制」に，また販売業者を卸売り業と小売業に区分

し知事の「登録制」としたことである 。これは，現行の農林大臣の「指定」と知事の「認可」制

を「登録制」に移行して，新規参入拡大，販売の多様化を図ろうということである 。

　次に，流通の主体となる自主流通米の売買や，備蓄，調整保管，売渡しの委託を受けた政府米

を政府に売り渡す業務を行う自主流通法人を指定する 。そして，自主流通米の価格形成の機関と

して，自主流通米価格形成センターを指定する 。

　「流通規制の緩和」をめぐる論点は，この自主流通米を中心とする「計画流通米」と ，農家の

届出米である「計画外流通米」の流通システムで新食糧法のいう「米穀の生産者から消費者まで

の計画的な流通の確保」が可能かどうかである 。主食コメのような需給弾性値が最も小さい特殊

な商品を市場原理にゆだねれは，歴史が教えるように「市場の失敗」と呼はれる泥沼の価格競争

と弱肉強食がすすみ，大企業主導の流通再編成がすすみ，被害は稲作農家と消費者に及ぶ 。

　国民の要求は，「日本のお米を食べたい，安全で安心でき ，中身のわかる米を供給してほしい

と願 っている 。単純に，アイテム数や購入場所 ・機会を広げてほしいと思 っていない。産地，品

種銘柄，ブレンド具合，農法などを知りたい。米の値段にも関心は高いが，そこそこの価格なら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）ば， まして文句はいわない。ワケの分からない米販売競争などは望んでいない」のである 。

　稲作農民と消費者にとっ ての流通改善と民主的規制の方向は次のとおりである 。

　　　　　　　　１３）
　細部は筆者の別稿と食糧政策研究会の第１０次提案にゆずりポイントのみを記しておこう 。

　その第１は，市場経済の下で国民の主食である特殊な商品 ・米を「過剰の下でも ，不足の下で

も価格と量の安定供給」を保障するため，「流通主体の特定」と「流通秩序の確立」を ，「公的な

管理」とｒ公的な規制」を加えつつどのように民王的に再建していくかである。それは，流通主

体を特定し，その社会的責任を明確にし，国，自治体の規制と国民に不必要な規制の緩和を追求

することである 。この規制の基本は，集荷も販売も ，営業区域を都道府県の区域とし原則として

拡大しないことである 。それは，コメ流通を地域住民と自治体の手の届く地域に限定し，大企業

の勝手気ままな全国的，国際的規模での流通再編と流通支配を抑制することである 。

　第二は，流通制度の複雑多岐化を改善し，流通経路の短絡化と合理的な地域流通を固めること

である 。具体的には，自治体の需給計画の下で，主穀の地域内流通を優先的に固めていくことで

ある 。また，生産者と消費者の「多様な顔の見える流通システム」を流通秩序の枠の中で追求す

ることである 。

（９４２）
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　６　 コメの品質と銘柄問題をめくる新しい論点

１）コメの品質問題の新しい状況

　コメの段階的自由化と食管制度改革による民問流通の主導化は，必然的にコメの品質問題を新

しい段階に発展させる 。それは，コメ問題の新しい論点である 。このため紙面をとっ て論述しよ

う。

　資本王義経済の下でのコメの品質問題は，二つの側面をもつ。１つは，コメが国民の王食であ

る食べ物の価値 ・使用価値としての品質問題と ，２つには，商品として市場に登場する交換価

値・ 市場価値としてのコメの品質問題である 。

　コメの品質問題は，絶対的不足という量の問題が解決した６０年代以降，とりわけ，「過剰問題」

が表面化し自主流通米制度が発足した７０年代以降は，国民の関心を量から品質一「おいしいお米

を食べたい」に移行させた。特に自王流通米制度発足にともなう国の銘柄指定は，産地問競争と

市場流通の再編成の過程で品質問題と銘柄問題がクロースア ソプしてくる 。

　コメの品質問題は，三つの内容からなる 。その１つは，物理的な形状 ・規格である 。現在，農

産物検査法にもとづいて，国営検査が実施されている 。この検査の意義は，今年の緊急輸入によ

る中国産米や外国産米と比較して明確になっ た。

　２つは，残留農薬を中 。Ｌ・とする安全性をめくる化学的品質問題である 。主として食品衛生法な

どにもとづく検疫所や地方自治体による検査制度にゆだねられている 。

　この品質問題は，今年の２５５万トンという緊急輸入された外国産米の１４％に当たる３６万トンか

ら残留農薬が検出され，新たな問題となっ ている 。

　３つは，食味問題である 。食べ物であるかぎり「おいしいお米」が品質問題の主要な要素とな

る。 しかし食味は，コメの晶質要素のなかでは，規格 ・形状や，残留農薬なと物理的，化学的に

機械で測定できるものとちがい，人問が食べてうまいまずいを判断するものである 。人間の味

覚・ 感覚が介入することになり ，その評価は，極めて複雑である 。この点は，平成 コメ騒動によ

って立証された。タイ人を中心に，インデカ米と呼ばれる長粒種を主食とする民族にとっ ては ，

常食であり美味であるタイ米がジャポニカ米と呼ばれる中 ・単粒種を常食とする日本人にとっ て

は「まずいコメ」として残 ってしまっ た。 そればかりか，同じ日本でも東日本の軟質米地帯と西

日本の硬質米地帯では異なるし，飯の粘りについても ，コシヒカリのように粘りの強い品種と ，

日本晴れのように少ない品種でも食味は異なる 。

　食味の使用価値としての本質は，「消費者にとっ ては嗜好であり ，永年の馴れから生ずる結果

であ
乱。

しかし，交換価値としての食味は，市場において特別の意味をもつ。それが銘柄であ

る。

　食味が，「永年の馴れから生ずる結果」であるとしても ，日常の食生活にとっ て大切な問題で

ある 。コメの食味の要因は，表１０のとおり ，生産条件に規定される ，（〕）品種，　産地，　気象条

件， 　栽培法，　収穫，　乾燥 ・調製と ，流通過程に規定される ，¢貯蔵，＠精米加工と ，さら

に消費過程に規定される　炊飯，＠料理方法，◎食べ方によっ て変わる極めて複雑 ・多様なもの

である 。

　このように，食味が，極めて主感的で複雑な要因によっ て構成されるにもかかわらず，資本主

義経済の下で，商品として市場に登場する「食味」は，「銘柄」として特別の位置を占める 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９４３）
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　表１０　米の食味の要因

１　品　　種

１１ぎｌｌｌｌｌ１蟻…１１

　　　　　　　　　　　　　　　幕米加竺 （燥蒸）

　コ灘
　　　　　　　　　　　　　　　炊飯（淘洗 ・浸漬 ・蒸らし）一家庭

　　　　　　　　　　　　　注　ｒ米一その商品化と流通」諌山忠幸編，地球社

　この銘柄問題が，コメの自由化と市場原理にもとづく民営化の中で，新しい段階に入る 。

２）コメの銘柄問題と新しい段階

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
　コメの銘柄は，故守田志郎があきらかにしたように，商品の銘柄　般ではなく ，特殊，歴史的

な所産であり ，今まさに「コメの自由化」の開始の下で新しい政治，経済学的意味を持ち新しい

段階に入ろうとしている 。

¢　自由市場下の銘柄

　コメの銘柄は，コメの商品化の歴史でもある 。幕藩体制下の年貢米は蔵屋敷への輸送と市場に

おいて商品化された。明治維新以降は，国政の集中 ・地租金納化の下で，コメは産地において商

品として集荷され廻船問屋によっ て消費地に輸送され，消費地で問屋と仲買を中心とする市場流

通が明治末期までつづく 。この時代の銘柄は，くに（国）銘柄，所領銘柄として市場に登場する

（産地銘柄の時代）。

　このコメの銘柄取引が発展するのは，移出入米検査制度と生産米検査制度が整備され規格化が

一般化する明治以降である 。

　コメの銘柄化は，大正以降，地主制の下での品種開発を中心とする生産力の発展と商人資本に

よる市場支配の下で，基本的には，産地銘柄と品種銘柄としてコメ市場で発生し発展していく
。

　戦前におけるコメの銘柄問題の本質は，「国家，地主，商人，これらの権力および資本が，農
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）民を支配し収奪するについての仕組みのなかで重要な役割をしている」ことである

。

　　自主流通米制度化の銘柄問題

　第二次大戦中と戦後の食管制度による全量管理の下で姿を消していた コメの銘柄は，自主流通

米制度の発足による国の銘柄指定制度によっ て息を吹き返し，食管制度の解体による市場流通の

復活の下で発展してきている 。

　政府は，コメの需給緩和の下で「消費者の志向は量から質への転換」として自主流通米制度を

発足させ，指定銘柄と特定銘柄を制度化させ，良質米奨励金によりこの推進をはか った 。

　政府の銘柄設定の法的根拠は，農産物検査法の「農林大臣は農産物の種類及ひ銘柄ことにその

量目 ，包装及び品位についての規格を定める」（第６条の検査規格）と ，「銘柄についての検査は ，

産地，品種，産地品種又は産地型につき行う」（施行規則第４条）によっ て銘柄の種類を明らかに
し， さらに農産物規格規程で産地品種銘柄が具体的に表示される 。

　しかし，銘柄の定義や本質はあきらかにされていない 。

　政府の銘柄指定の要件は，水稲うるち玄米の産地品種銘柄について，つぎの５項目が定められ

ている 。（ア）前年産米の自主流通数量が原則として３ ，Ｏ００トン以上で，自主流通数量の３０％以上
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９４４）
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（イ）売買当事者双方の合意がなされていること ，（ウ）都道府県の奨励品種であること ，■食味等の評

価が一般的に好評であること ，（オ）検査に当た って当該品種の鑑定が可能であること ，の５項目で

ある 。

　だが，この５項目が，コメの商品差別化の基準としての客観性を持つとは考えられない。極め

てあいまいな指標である 。

　この自主流通米制度と「良質米としての銘柄米制度」の発足は，産地問競争の激化と “コシヒ

カリ信仰”の異常な状況を一般化し，「適地適作，適人適作」「適地適品種，適作適品種」の原則

を崩し，９３年大凶作に見るように生産力の発展を歪め，他方 コメの消費減退を加速させた 。

　実現したのは，コメの銘柄化がコメの流通機構の再編成と流通業者のマージン拡大の手段と化

したことである 。

　この商業利潤の拡大と流通再編成にとっ て注目されることは，コメの銘柄化が，自主流通米市

場の拡大の下で，従来の品種銘柄，産地銘柄とともに，Ｐ ・Ｂ（プライベ ート ・ブランド）と呼ばれ

る流通業者を中心とする資本王義的な流通王導的フラントが強まっ ていることである ・

　すなわち，新潟 コシヒカリ ，宮城ササニシキや秋田小町，日本晴，きらら３９７という産地品種

銘柄，晶種銘柄とともに，第一食糧の「タワラ印」，タイエーの「蔵米」等 コメ流通を担当する

流通業者の「自社銘柄」化が一般化していることである 。勿論，現在のところはＰ ・Ｂも産地品

種銘柄とセ ットされて表示されている 。

　この生産者のナシ ョナル ・ブランドに代表される「生産主導型ブランド」から ，卸売業者と小

売業者を中心とするＰ ・Ｂと呼ばれる「流通主導型ブランド」への移行は，コメのブランド問題

の新しい発展である 。

　このコメの銘柄問題の新しい発展は，コメ輸入の段階的自由化と国内市場の自由化によっ て完

成する 。

　　自由化 ・民営化と銘柄問題

　１９９３年から９４年春にかけての「平成 コメ騒動」は，銘柄問題に関しても新しい問題を提起した 。

　その第１は，国産米への異常な集中による価格高騰 ・投機化である 。国産米のヤミ市場は６０

ｋｇ５万円～６万円に達し，消費者米価も１０ｋｇ１５ ，ＯＯＯ円を超える状況をつくり ，他方でタイ産

米， 中国産米を中心に１００万トンを超える在庫の発生である 。

　その第２は，産地晶種銘柄の混乱である 。国産米の絶対的不足の下で，国産米の品種銘柄，産

地晶種銘柄は，その実態を喪失した 。

　第３は，国産米の産地晶種銘柄とＰ ・Ｂがその内実を不透明にした大きい要素が，外国産米の

「格上げ混米」の一般化であ った 。

　国民の国産米志向の強さは，国産米の絶対的不足の下で外国産米の「格上け混米」を必然化さ

せる 。それは，国の「国産米３ ，外国産米７」の強制割当と ，混米の強制が，他方消費者のタイ

米拒絶反応の下で，タイ米の処分を卸 ・小売に強要し結果として「格上け混米」と国産米の米価

高騰に拍車をかけた 。

　　この９４年４月～７月の事態は，コメの銘柄とは何かを国民にあらためて問いかける結果となっ

　た 。

　　そしてコメの銘柄問題の不透明さは，９５年からＵＲ ・ミニマムアクセスによる外国産米の強制
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輸入と ・新食管法にもとづくコメ流通の民営主導化の下で，この銘柄問題の混乱とｒ産地品種フ

ラントという生産王導型フランド」からｒＰ ・Ｂ，資本銘柄化という流通主導型フランド」への

移行が，流通再編と一体化して本格化することとなる
。

＠　銘柄問題の本質と課題

　コメの銘柄は，守田が明らかにしたように近代の所産であり ，資本主義的な諸発展の一定の段

階に照応したものとして生成発展したことであり ，特殊歴史的な所産であることである 。それは ，

資本主義的マーケティングにおける商品の銘柄一般ではないことである
。

　すなわち，守田が指摘するようにコメの商品流通を支配する者の利益のため「銘柄米」がつく

られることである 。

　次にコメの食味は，絶対的なものではなく歴史的 ・社会的につくられるものであり ，コメの
「良質米 ・うまいコメとしての銘柄米」は，政府の「指定銘柄」でさえ，その要件は極めてあい

まいなものであること ・さらに，流通業者のＰ ・Ｂは，流通王体にとっ てのｒうま味のある米」

（流通マージンや商業利潤の拡大）が「うまい米」として銘柄化され，商品差別化されることである 。

　このような本質をもつコメの銘柄は，安い外国産米の自由化とコメ流通の自由化の拡大の下で

一層不透明に，資本主義的に変質することである 。

　当然，この結果は，稲作農民にとっ ても ，消費者にとっ ても ，「品質と価格に対する不安 ・矛

盾」を拡大させることとなる 。

　どうしても ，コメの流通に国民参加による民主的な規制と情報の公開が課題となる
。

五． おわりに　　食糧政策と食管制度改革の方向と課題

　終章の筆をとりつつある１２月８日 ，テレヒニュースは，ＵＲ合意，ＷＴＯ設立承認批准と新食

糧法の成立を伝えた。三度にわたる国会決議と公党と政治家の公約を躍る政治の非道に私の筆は

怒りに震えた。そして国会を包囲して座り込みをつづける多くの農業者，労働者，消費者等と
，

コメ自由化阻止の運動に参画した全国の多くの人々の怒りと日本農業 ・食糧を守るエネルギーの

健在に思いを馳せた 。

　「要求を蹴 った冬の議事堂に燃え燃えてあげる声『ＧＡＴＴは許さぬ』」，「むしろ旗も高く掲げ

て日本の農守るたたかいのこの列を見よ」（碓田のぼる）。

　１　食粗政策と食管制度改革の節目と矛盾の拡大

　これまで見てきたように，ＵＲ農業合意，ＷＴＯ設立承認と国内法の整備としての新食糧法の

成立は，日本の農業 ・食糧問題と食糧政策にとっ てまさに歴史的な節目であり新しい頁を開くこ

ととなる 。その特徴は次の諸点である 。

　第１に，ＵＲ農業合意とＷＴＯの発足が「国民の主食コメの段階的自由化」と「農業と食糧の

全面的自由化」を１９９５年を節目として現実化させることである
。

　まさにこれは，１９６０年以降，政府 ・財界主導の「資本の増殖のための規制緩和，市場原理，自

由化，国際化の総仕上げ」そのものである 。
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　第２に，この「国際化，規制緩和」は，先に見たように農業 ・食糧貿易におけるアメリカ主導

と多国籍企業支配をシステム化し一層強め，国内では，国民の主食と食糧の生産 ・加工 ・流通 ’

消費の全局面において資本王義的な再編成と大企業支配に拍車をかけることとなる ・

　第３に，このような新しい事態は，当然のこととして６０年代以降の農業危機と食糧問題をめぐ

る矛盾を激化させ，生産点における農家のくらしも加工 ・流通過程における中小業者の経営をめ

ぐっ ても新しい困難と矛盾や対立を激化させる 。

　また，農業危機と食糧問題の激化は，農地の荒廃，地域経済の衰退，国土環境問題をめくる新

しい状況をつくりだすのみならず，国民の食生活様式や食文化の変質にも連動していく 。

　第４に，この新しい局面は，単にわが国の農業 ・食糧問題と食糧政策の新しい頁を開くのみな

らず，すでにＦＡＯやワールト ・ウオ ソチ研究所の『地球白書』 ，国際米研究所（ＬＩＲＲＩ）等の多

くの国際機関や研究所，研究者の２１世紀の食糧需給見通しや警告でもあきらかになっ ているよう

に地球規模の食糧危機と連動している 。２１世紀の食糧需給をめぐっ ては，農水省の『新しい食

糧・ 農業 ・農村政策」（１９９２年）でも「世界需給モデルによる試算によれば，緊迫基調で推移す

る」とされている 。

　さらに，世界最大の食糧輸入国であるわが国が，世界最大のコメ輸入国になることの国際的な

意味は，１９９４年の「平成 コメ騒動」にともなう２５５万トン緊急輸入によっ て実証されている 。そ

れは，国際市場を２～３倍に暴騰させるとともに，発展途上の飢餓国の食糧を奪 った事である 。

しかもこの選択は，すでに危機的である地球の環境問題と連動している 。

　まさに，これらの点で国会の選択は，「歴史の選択」であ ったといえる 。

　２　農業貿易と食糧政策の「乾換」に対する対応方向と課題

今回のＵＲ農業合意とＷＴＯ設立承認は，前述の特徴をもつとともに，農業 ・食糧貿易の構

造・ 性格の二重性を持つこととなる 。それは，第１にＷＴＯ設立のイニシヤチー ブが，アメリ

カを中
、こ・とする食糧輸出国と食糧貿易を支配するアグリビジネスと呼ばれる多国籍企業によっ て

推進されたことである 。第２は，日本の異常な貿易構造に規定される「円高ドル安」によっ て生

鮮食料品を含む全食料品の輸入が急増しているが，そこでの新しい特徴は，日本の商社やスー パ

ー等の流通資本による中国や東南アジアの低賃金と豊かな資源を活用した開発輸入の構造化であ

る。

　この事は，日本国民の胃袋を満たす食糧の輸入構造が，アメリカと多国籍企業による従属的輸

入と ，日本の大企業の開発輸入という性格の異なる農業　食糧輸入の二重構造化が進むことであ

る。

　この事は，当然，日本の食糧自給率を急速に低下させながら ，国内では過剰基調を強め農畜産

物価格の暴落と生産調整を強化させる 。そして農業危機は，農地過剰をつくりだし，農地の荒廃

から地域資源の荒廃に連動する一方，国民の食生活の国際化，無国籍化をすすめ，世界に誇る日

本型食生活様式を国民のくらしから高級料亭に追いやることとなる 。

　ＷＴＯ承認批准が成立し，１９９５年から発足するＷＴＯ体制への移行に対して，国民に問われ

ている選択と方向は，「ＷＴＯ協定１０条にもとつく農業 ・食料の貿易ルールの改訂をめさす運動」

と， 「水田農業の総合的発展による食糧自給率の向上による国民の食生活と食文化 ・地域を豊か
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に発展させる運動」の統一である 。それは，くらしと地域に根ざした草の根の国民合意の運動の

新しい方向である 。

　この新しい国民合意の草の根運動の課題は次のとおりである
。

　その第１は，ＷＴＯ協定，第１０条「加盟国は　　多角的貿易協定を改正する提案を閣僚会議に

提出することができる 。　　加盟国の三分の二が受諾した加盟国について効力を生ずる」にもと

づいて，農業 ・食糧貿易のルールを改訂することである 。

　その貿易ルールの改訂方向は，「持続可能な方法で農業生産を増加させ食糧安保を強化するこ

とは各国の義務である」（９２年６月 ，１０７ヶ国の首脳が参加して確認した地球サミット（国連環境開発会

議）の合意）を国際貿易ルールとして確立することであり ，各国が食糧の自立と自給をめざすこ

とが２１世紀の食糧と環境を確かなものにする道筋である 。すでに，地球サミットの合意を各国で

実施するようせまる草の根の運動は世界で広がっている 。

　第２は，地域の農林漁業と自然的 ・歴史的条件の下で育み守ってきた食生活と食文化を豊かに

発展させることである 。このため，地域の食をめぐる生産 ・加工 ・流通 ・消費のあり様を考え地

域色豊かに再構築していくｒ地域食糧確立運動」を草の根の国民合意運動と一体となっ て発展さ

せることによっ て食の需要を創造的に拡大し地域農林業の展望を拓くことである
。

　それは，韓国の農協がすすめる「身土不二の運動」に学ぶことであるし，地域の風土に根ざし

た「地域食糧確立運動」や「身土不二の運動」を地球規模の運動に発展させることでもある
。

　この第１の運動と第２の運動を統一的にすすめることは，食糧のアメリカと多国籍企業や日本

の大企業支配を民主的に規制し，食の自立をめざすシステムを実効あるものにしていく条件づく

りでもある 。

　３　食粗の安定供給と食粗の自給率向上を保障する食管制度改革の緊急課題と対応方向

　「規制緩和 ・市場原理」を基調とした民間流通王導の新食糧法は，９５年１１月の法施行を持たず
，

その矛盾が激化し，制度の破綻が時間の問題となっ てくる 。

　矛盾の激化は，ＵＲ農業合意 ・ＷＴＯ承認と新食糧法を先取りした現行食管法の運用，さらに

コメ自由化の実験場と化した「平成 コメ騒動」の対応によっ てつくられる 。それは，第１に２５５

万トンという過大な緊急輸入によっ て外米の強制流通と強制消費の実験である 。この結果は ，

「格上げ根米」という流通の対応と ，ｒや っぱり食べたい日本のお コメ」の消費者（７割）ととも

に， 生協のアンケート調査でもあきらかになっ た「安くて安全であれは外国産米を購入」する消

費者３割の対応である 。

　第２は，緊急輸入米によっ てつくられた１００万トンを越える外米の過剰在庫に，９４年大豊作と

９５年以降のミニマムアクセスが加わることによっ てつくられた過剰基調が，自主流通米市場と自

由米市場の価格下落をつくっ ていることである 。生産調整の強化以外に価格暴落への対応策を欠

落させた新食糧法の矛盾が露呈する 。

　第３は，国の責任 ・失政によっ てつくられた「過剰基調」が，生産調整の強化と農協の民間在

庫の拡大を必然化させることである 。

　第４は，無秩序な流通規制の緩和が，価格と品質をめぐる矛盾を拡大させ，消費者に主食の適

正価格と品質を見えなくしていることである 。
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　第５は，外国産米の安全性に対する国民の不安を拡大させていくことである 。

　このような食管制度改革の新たな局面での国民的な当面の緊急課題と本来国民が求める食管制

度改革の方向は，次のとおりである 。

¢　新食糧法の施行に向けた当面の緊急課題

　その第１は，平成 コメ騒動によっ て政府が緊急輸入した過大な外国産米がつくりだした１００万

トンの外米在庫とＵＲ農業合意によっ て強制輸入される４０万トンの外米を，政府の約束「需給

関係に連動させず生産調整に反映させない」を守らすことである 。それは，外米の在庫とミニマ

ムアクセスの全量を「棚上げ備蓄」とし飼料用なり援助米として転用させ，１粒も国産米の需給

に影響させないことである 。また当然このための財政負担を大蔵省に担保させることである 。こ

の緊急課題は，政府の失政を稲作農家と日本農業にしわよせさせない最低の前提条件である 。

　第２は，政府の責任において，「ゆとりある需給計画」にもとづく需給計画により ，１５０～２００

万トンの国産米による備蓄制度を確立することである 。しかも ，原則として，常に新米の標準米

を国民に保障するため，古米となっ た備蓄米は飼料用として棚上げ備蓄とするシステムを確立す

ることである 。

　また，この政府米の米価は「再生産を保障する価格」に引き上げて，必要量を確保することで

ある 。この事が，国民の生活を安定させる標準米を国産米のしかも新米を常に確保する道である 。

　当然，結果として計画米としての政府米に「二重価格制」を復活させることとなる 。

　第３は，流通規制の緩和策としての，農林大臣と知事による流通業者の「認可制」を「登録

制」に変更させた問題への対応である 。

　この「登録制」を「官僚統制の民主化」と「稲作農家と消費者にとっ て役立つ流通秩序を確

立」させるために運用することである 。政省令の内容が問われる課題である 。

　第４は，「計画外米」の運用をめぐる問題である 。問題の多い「計画外流通米制度」を「ヤミ

米の制度化」としてではなく ，筆者が提案する「多様な地域流通と顔の見える流通システム」の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７）
確立のための制度として運用させることである 。

　第５は，新しい課題である「コメの品質問題と銘柄問題」への対応である 。

　稲作農家と消費者に見える「規格 ・安全性 ・食味」とするための品質の確保と銘柄対策である 。

多くの困難な課題を抱えているが，当面，¢コメの生産 ・流通 ・消費と輸入に関する情報の公開

と， ¢コメ流通の規格と検査一生産段階と精米段階と輸入検査の確立，◎銘柄の原料米表示規程

の確立である 。

　他方，国民的規模の学習運動が求められる 。

　　食管制度の「改革」と水田農業の再建 ・総合的発展をめざす方向

　「平成 コメ騒動」で高い授業料を支払 った政府と国民が，地球規模での食糧と環境の危機が現

実化しつつある２１世紀に，二度と誤りをくり返さないための歴史の選択である 。

　その基本は，「多国籍企業化した大企業の利潤追求のために７０兆円国内食料市場を開放する貿

易自由化と４兆円 コメ市場を開放する食管制度の解体 ・自由化によっ て， 国内的にも国際的にも

食の弱肉強食と対立を激化させる道」と ，「食糧自給を基調に，国民の食と農の豊かな発展をめ

ざし真の独立と平和を確立していく道」の選択である 。

　そのための食糧政策の基本としての食管制度改革の方向は，まず国民の生存権と食生活や食文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９４９）



　４８　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第６号）

化の基礎となる主穀の安定供給と ，そのための水田農業の総合的発展による食糧自給率の向上に

政府が責任を負うことである。この安定供給に政府が責任を負うということは，量の安定的確保

と共に価格の安定と品質（安全性と食味）に責任を負うことである 。とりわけ，価格の安定対策

は， 不足時における価格高騰対策とともに，過剰時における価格下落対策に責任を負うことであ

る。 この価格下落対策が欠落していることが新食糧法の最大の問題であり ，制度破綻の要因であ

る。

　また水田農業の再建と総合的発展に政府が責任を負うということは，生産力の主体である稲作

農家の失 った信頼をとりもどすことであり ，稲作農家の自立と協同を基調に「適地適作，適人適

作」の日本型水田農業の総合的発展を追求することである 。それは，「安あがり食糧管理」から

の転換である 。

　この食糧に関する国の責任を明確にすることは，当然，稲作農家と流通業者の杜会的責任を明

確にすることでもある 。

　この具体化は，国の財政負担のルール化と情報公開を則提に国民参画のシステムの確立による

「民主的な公的管理制度」への転換である 。

　次に，この「民主的な公的管理制度」は，国家による官僚統制から主穀の生産 ・流通 ・消費を

国民の手にとりもどすことである 。それは，国や自治体による公的な管理 ・規制と市場原理を生

かした効率的で合理的な流通 ・価格形成を両立させる「民主的な公的管理のあり方をシステム

化」することである 。それは，大企業の生産 ・流通 ・消費の全過程における支配を民主的に規制

するシステムを制度化することである 。
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